
＜守口市高齢者補聴器購入助成金交付事業＞
令和８年４月

＜審査内容＞

＜必要書類＞ ・65歳以上で守口市に住基があること

・守口市高齢者補聴器購入助成金交付事業医師意見書（申請書下段） ・身体障害者手帳（聴覚障害に限る。）の交付がないこと

・補聴器見積書 ・医師意見書

・介護保険料を滞納していないこと

＜確認内容＞

・助成対象者に相違ないか

・振込先等、必要事項に記載漏れがないか

・交付額に相違ないか

・補聴器の購入費用が5万円以上の場合、25,000円（実費の２分の１助成）
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　助成金の申請から受給までの流れ
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【申請のための事前準備】

助成金交付申請書の記入

耳鼻咽喉科の受診及び意見書受領

補聴器販売店に見積り

販売店で補聴器購入


